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豊島区議会委員会条例の一部を改正する条例 

豊島区議会委員会条例（昭和３９年豊島区条例第３２号）の一部を次のように改正

する。 

 第１２条の２第１項中「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。）のまん延防止措置の観点から、委員会の招集場所への委員の参集が困難と判断

される実情がある場合には」を「大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延

により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは」に、「オンラ

イン」を「オンラインによる方法」に改め、同条第２項及び第４項中「オンライン」

を「オンラインによる方法」に改める。 

 第１７条第１項ただし書中「オンライン」を「オンラインによる方法」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



（説 明）  

 大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所

に参集することが困難と認めるときは、オンラインによる方法を活用した委員会を開

会することができるように、委員会の開会方法の特例に係る規定を改めるため、本案

を提出いたします。 


